
那珂川町最低制限価格制度事務処理要領 【改正案】  
（目 的） 

第１条 この訓令は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の
１０第２項の規定に基づく最低制限価格制度（予定価格の制限の範囲内の価格で

最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもっ

て入札した者を落札者とする制度をいう。）の手続きについて定めるものとする。  
（対象となる入札） 

第２条 最低制限価格の対象となる入札は、次の各号に掲げるもののうち「那珂川
町低入札価格調査制度実施要綱」の適用を受けるものを除いたものとする。 
⑴ 全ての建設工事に係る競争入札 
⑵ 施設維持管理業務委託（積算体系が建設工事と同じものに限る。）に係る競争

入札 
⑶ 前２項のほか、町長が特に必要と認める競争入札  
（最低制限価格の設定） 

第３条 最低制限価格は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額の合計額（た
だし、その額が工事価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合は１０分

の９．２を乗じて得た額、その額が工事価格に１０分の７．５を乗じて得た額に

満たない場合は１０分の７．５を乗じて得た額）から１万円未満の端数を切り捨

てた額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。  ア 直接工事費の額（建築工事及び設備工事はこれに１０分の９を乗じて得た額
（円未満切り捨て））に１０分の９．７を乗じて得た額  イ 共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  ウ 現場管理費の額（建築工事及び設備工事はこれに直接工事費に１０分の１を
乗じて得た額（円未満切り捨て）を加えた額）に１０分の９を乗じて得た額  エ 一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

２ 前項アからエの計算方法によらないものについては、合計額の範囲は前項と同
じとするが、計算方法は次のとおりとする。  ア 直接工事費の額に１０分の８．５を乗じて得た額  イ 諸経費の合計額に１０分の６を乗じて得た額 



３ 前２項の計算方法によらないものについては、計算方法は予定価格に町長が定
める率を乗じて得た額とする。 

４ 前項の最低制限価格は、予定価格書に明記するものとする。  
（入札参加者への周知） 

第４条 入札公告又は入札通知書に、最低制限価格を設けた旨を明記するものとす
る。  
（開 札） 

第５条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札をし
た者を落札者としないものとし、当該入札者に対して地方自治法施行令第１６７

条の１０第２項の規定により落札者としない旨告げるものとする。  
（入札経過の報告） 

第６条 入札執行者は、前条の決定を行った場合、入札事務処理要綱第１１条に定
める「入札経過書」に当該入札を「失格」と決定した旨記載するものとする。   （その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  
附 則 

１ この訓令は、平成２０年６月１３日から適用する。 
２ この訓令は、平成２５年７月１０日から施行する。 
３ この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 
４ この訓令は、令和４年３月２８日から施行する。 
５ この訓令は、公布の日から施行し、８月１日以降に入札公告又は入札通知を
するものから適用する。  


